
松山市人権啓発施策に関する基本方針
推進のためのスローガン

「『誇れる』人権尊重で笑顔に」
ー人にやさしい、人がやさしいまち 松山ー
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許せません！ 部落差別は‼
― 人権感覚を磨き、人権尊重意識を高めましょう ―
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京都府 同和問題研修用資料から引用
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部落差別、同和問題を考える №3



部落差別の歴史を確認しましょう①

決して許すことの
できない

「賤視」と「差別」
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部落差別の歴史を確認しましょう②

「生活の困窮化」
ひどい仕打ちだ

これによる貧困が
新しい差別を生む

№5



♦1922(Ｔ11)年：「全国水平社」の創立(京都)
差別からの解放は自らの手で戦い取らねばならない

「人の世に熱あれ 人間に光あれ」

部落差別の歴史を確認しましょう③

翌年、温泉郡
拝志村に
全国水平社
愛媛県本部
が置かれた

身分秩序意識
はなくならない
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♦1946(S21)年：日本国憲法成立・公布
第14条で法の下の平等を規定する

➡依然として部落差別が解消されないまま残存

♦1951(S26)年：「オール・ロマンス事件」
雑誌「オール・ロマンス」に掲載された小説に基づき、
京都市が被差別部落を劣悪な状況で放置していること
から、行政としての責任を糾弾

部落差別の歴史を確認しましょう④

行政に対する糾弾闘争の原型
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♦1965(S21)年：「同和対策審議会答申」
➡「同和問題の早急な解決こそ国の責務であり、同時に
国民的課題である」と明言

♦1969(S44)年：「地域改善対策特別措置法」
➡生活環境の改善、社会福祉の充実など同和対策事業
を本格的に行う

♦1982(S57)年：「同和対策事業特別措置法」
♦1986(S61)年：「地対財特法」

部落差別の歴史を確認しましょう⑤

差別解消、差別意識の根絶に至らない
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「部落差別解消推進法」の制定
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部落差別の現状と状況変化 ①
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♦インターネット上での差別問題

●同和地区や出身者に対する誹謗中傷
●同和地区の所在地を特定する情報の
掲載

情報化の進展に伴った
部落差別問題への早急な対応

部落差別の現状と状況変化 ②
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今なお残る、部落差別の要因 ①

その慣習やしきた
りは正しいですか
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今なお残る、部落差別の要因 ②

二人の幸せが大事でしょう
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今なお残る、部落差別の要因 ③

不
安
を
払
し
ょ
く
し
ま
し
ょ
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部落差別の解消に向けて前進を ①

正しい
判断
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部落差別の解消に向けて前進を ②
ダメ!!
無関心
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部落差別の解消に向けて前進を ③
多様性
の受容
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まとめてみましょう ① №18



まとめてみましょう ② №19



そのための行動が
私たち松山市民に求められています

「差別を許さない」人権感覚
「差別の根絶」を実行する人権意識
今こそ！ 高めて参りましょう‼

「誇り」をもち、気高く生きる松山市民 №20


